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入 札 説 明 書 

 

 この入札説明書は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）、地方自治法施行令（昭和２

２年政令第１６号）、千葉県財務規則（昭和３９年千葉県規則第１３号の２）、本件調達に

係る入札公告のほか、ちばアクアラインマラソン実行委員会（以下「実行委員会」という。）

が発注する調達（物品の購入又は製造、印刷の請負（建設工事に係る製造の請負、工事用

材料の買入れに係る契約を除く。））契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者（以

下「入札参加者」という。）が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らか

にするものである。 

 

１ 入札に付する事項 

  購入等件名  ちばアクアラインマラソン 2026 仮設トイレ等賃貸借      

  数   量  仮設トイレ７００基及び仮設洗面台９４台 

  別添入札公告及び仕様書のとおりとする。 

 

２ 入札に参加する者に必要な資格 

（１）地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること。 

（２）一般競争入札参加資格確認申請書提出時において千葉県における物品等入札参加業

者適格者名簿に登載されている者のうち、物品においてＡ又はＢの等級に格付けされ

ている者であること。 

なお、千葉県における物品等入札参加資格を有しない者は、当該資格に関する審査

を受け、資格を有すると認められることによって千葉県における入札参加資格を得る

ことができる。 

（３）この公告の日から開札の日までの間に、物品等一般競争入札参加者及び指名競争入

札参加者の資格等に基づく入札参加資格の停止を受けている日が含まれないこと。 

（４）入札公告の日から開札の日までの間に、千葉県物品等指名競争入札参加者指名停止

等基準（昭和５７年１２月１日制定）に基づく指名停止及び物品調達等の契約に係る

暴力団等排除措置要領に基づく入札参加除外措置を受けている日が含まれないこと。 

 

３ 入札者に求められる義務 

（１）入札に参加を希望する者は、入札公告等における入札に参加する者に必要な資格に

関して、物品・委託等に係る一般競争入札の実施要領第７条に規定されている一般競

争入札参加資格確認申請書（別紙第４号様式）を入札公告に記載された期日までに持

参により提出しなければならない。（同種実績を有する場合は、それも記載すること） 

（２）入札参加者又はその代理人は、開札日の前日までの間において、実行委員会の会長

から提出書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 

（３）一般競争入札に参加する資格があると確認された者が、次の各号に該当すると認め
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られた場合は、３年以内の期間を定めて、入札に参加させないこととする。 

 ア 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑にし、又は物件の品質

若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。 

 イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成

立を害し、若しくは不正の利益を得るために談合したとき。 

 ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 

 エ 地方自治法第２３４条の２第１項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の

職務の執行を妨げたとき。 

オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。（落札決定後に、入札条件の誤認や

入札金額の錯誤等を理由に落札者が契約を締結しないことは、正当な理由なく契約を

履行しなかったものとみなす。）  

カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意

に虚偽の事実に基づき過大な額で行ったとき。 

キ アからカまでの規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約

の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。 

 

４ 入札及び開札 

（１）入札参加者又はその代理人は、仕様書及び契約書（案）を熟覧の上、入札しなけれ

ばならない。この場合において、当該仕様書等について疑義がある場合は、関係職員

の説明を求めることができる。 

ただし、入札後仕様書等の不知又は不明を理由として異議を申し立てることはでき

ない。 

（２）入札参加者又はその代理人は、入札書を別紙第１号様式により作成し、入札書の提

出日時に、直接に入札書の提出場所に提出しなければならない。 

送付、電話、電報、ファクシミリ、その他の方法による入札は認めない。 

（３）入札書及び入札にかかる文書に使用する言語は、日本語に限るものとし、また、入

札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。 

（４）入札書の提出場所及び提出日時は、別添入札公告のとおりとする。 

（５）入札参加者又はその代理人は、次の各号に掲げる事項を記載した入札書を提出しな 

ければならない。 

  ア 購入等件名 

  イ 入札金額 

ウ 入札参加者本人が入札する場合は、入札参加者本人の住所、氏名（法人の場合は

その商号又は名称及び代表者の氏名）及び押印 

  エ 代理人（年間代理人及び復代理人を除く。）が入札する場合は、入札参加者本人の

住所及び氏名（法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名）、代理人である

ことの表示並びに当該代理人の署名（記名押印も可）  
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  オ 年間代理人が入札する場合は、入札参加者本人の住所及び氏名（法人の場合は、

その商号又は名称及び代表者の氏名）、年間代理人であることの表示並びに当該年間

代理人の住所及び氏名（法人の場合は、その名称及び年間代理人の職名と氏名）及

び押印 

  カ 復代理人が入札する場合は、入札参加者本人の住所及び氏名（法人の場合は、  

その商号又は名称及び代表者の氏名）、年間代理人の住所及び氏名（法人の場合は、

その商号又は名称及び年間代理人の職名と氏名）、復代理人であることの表示並びに

当該復代理人の署名（記名押印も可） 

（６）入札書は、封筒に入れ封緘し、かつ、その封皮に氏名（法人の場合はその商号又は

名称）及び「６月２５日開札〔ちばアクアラインマラソン 2026 仮設トイレ等賃貸借〕

入札書在中」と朱書しなければならない。 

（７）入札参加者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、次のとおり  

訂正しなければならない。 

ア 入札参加者本人及び年間代理人が訂正する場合は、当該訂正部分について押印を

しておかなければならない。 

イ 代理人（年間代理人を除く。）及び復代理人が訂正する場合は訂正箇所を二重線で

抹消して訂正し、近くに署名しなければならない。 

ただし、委任状に記名押印した場合は、当該訂正部分に同一印を押印することに

より訂正するものとする。 

（８）入札参加者又はその代理人は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをす

ることができない。 

（９）入札参加者本人は、入札書と同時に別紙第３号様式による誓約書を提出するものと

し、その代理人は別紙第２号様式による委任状を併せて提出しなければならない。 

    また、年間代理人による場合は、入札書と同時に別紙第３号様式による誓約書を提

出するものとし、その復代理人にあっては、別紙第２号様式による委任状を併せて提

出しなければならない。 

（10）入札参加者又はその代理人が談合し、又は不穏の行動をなす場合において入札を  

公正に執行することができないと認められるときは当該入札参加者を入札に参加させ

ず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。 

（11）入札参加者又はその代理人は、購入等件名の履行に要する一切の諸費用を含め入札

金額を見積もるものとする。 

   落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に 

相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を  

切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札参加者又はその代理人は

消費税及び地方消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、 

見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

（12）開札の日時及び開札の場所は、別添入札公告書のとおりとする。 

（13）開札は、入札参加者又はその代理人が出席して行うものとする。 
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（14）入札参加者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することが  

できない。 

（15）入札参加者又はその代理人は、特にやむを得ない事情があると認められる場合の  

ほか開札場を退場することはできない。 

（16）開札場において、次の各号の一に該当する者は当該開札場から退去させる。 

  ア 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者 

  イ 公正な価格を害し、又は不正の利益を得るための談合をした者 

（17）入札参加者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札参加者の代理

人となることはできない。 

（18）開札の結果、入札参加者全員が予定価格に達しない場合の再度入札は、次のとおり

とする。なお、再度入札において入札書を提出する場合であって、入札の権限者(入札

参加者又はその代理人)が初度入札と違う場合には、（９）に基づき誓約書等を提出し

なければならない。 

  ア 再度入札は、原則として２回とする。 

  イ 入札が無効となった者は、再度入札に参加できないものとする。 

  ウ 入札に参加しない者は、再度入札には参加できないものとする。 

     

５ 入札保証金 

  免除 

 

６ 無効の入札書 

  入札書で次の各号の一に該当するものは、これを無効とする。 

（１）入札公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書 

（２）購入等件名及び入札金額のない入札書 

（３）入札参加者本人の氏名（法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名）及び

押印のない又は判然としない入札書 

（４）代理人が入札する場合は、入札参加者本人の氏名（法人の場合は、その商号又は   

名称及び代表者の氏名）、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印の

ない又は判然としない入札書（入札参加者本人の氏名（法人の場合は、その商号又は

名称及び代表者の氏名）又は代理人であることの表示のない又は判然としない場合に

は、正当な代理であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。） 

（５）年間代理人が入札する場合は、入札参加者本人の氏名（法人の場合は、その商号又

は名称及び代表者の氏名）、年間代理人であることの表示並びに当該年間代理人の氏名

及び押印のない又は判然としない入札書（入札参加者本人の氏名（法人の場合は、そ

の商号又は名称及び代表者の氏名）又は年間代理人であることの表示のない又は判然

としない場合には、正当な代理であることが委任状その他で確認されたものを除く。） 

（６）復代理人が入札する場合は、入札参加者本人の氏名（法人の場合は、その商号又は

名称及び代表者の氏名）、年間代理人の氏名（法人の場合は、その商号又は名称及び年



5 

間代理人の職名と氏名）、復代理人であることの表示並びに当該復代理人の署名（記名

押印も可）のない又は判然としない入札書（入札参加者本人の氏名（法人の場合は、

その商号又は名称及び代表者の氏名）、年間代理人の氏名（法人の場合は、その商号又

は名称及び年間代理人の職名と氏名）又は復代理人であることの表示のない又は判然

としない場合には、正当な代理であることが委任状その他で確認されたものを除く。） 

（７）購入等件名に重大な誤りのある入札書 

（８）入札金額の記載が不明確な入札書 

（９）入札金額の記載を訂正した入札書 

（10）誤字、脱字、加筆、修正等により意思表示が不明瞭である入札書 

（11）入札公告等において示した入札書の提出期限までに到達しなかった入札書 

（12）「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」に違反し、価格又はその他の点

に関し、明らかに公正な競争を不法に阻害したと認められる者の提出した入札書 

（13）明らかに談合であると認められる入札書 

（14）同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は２人以上の代理人をした者のし

た入札書 

（15）必要な記名、押印、署名を欠く入札書 

（16）その他入札に関する条件に違反した入札書 

 

７ 落札者及び落札価格の決定 

（１）有効な入札を行った者のうち予定価格以下で最低価格をもって入札した者を落札者

とし、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０を加算した金額を落札 

価格とする。 

（２）落札となるべき同価格の入札をした者が二者以上あるときは、直ちに当該入札をし

た者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において当該入札をした者のうち

くじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを

引かせるものとする。 

（３）落札者を決定したとき又は落札者とされなかった入札参加者から請求があったとき

は、速やかに、落札者を決定したこと、落札者の氏名及び住所、落札金額並びに当該

請求を行った入札参加者が落札者とされなかった理由（当該請求を行った入札者の 

入札が無効とされた場合にあっては、無効とされた理由）を、当該請求を行った入札

参加者に通知するものとする。 

   ただし、開札に立ち会った入札者には、開札の場所において、口頭で通知すること

でこれにかえる。 

（４）落札者が、指定の期日までに契約書の取り交わしをしないときは、落札の決定を  

取り消すことがある。 

なお、入札条件の誤認や入札金額の錯誤等を理由に落札者が契約書の取りかわしを

しない場合は、正当な理由なく契約を履行しなかったものとみなす。 
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８ 契約保証金 

  千葉県財務規則第９９条の規定の例による。 

 

９ 契約書の作成 

（１）入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、契約の相手方として決定した日か

ら７日以内（契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、指定の期日ま

で）に契約書の取り交わしをするものとする。 

（２）契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その

者が契約書の案に記名して押印し、さらに実行委員会の会長が当該契約書の案の送付

を受けてこれに記名して押印するものとする。 

（３）（２）の場合において実行委員会の会長が記名して押印したときは、当該契約書の  

１通を契約の相手方に送付するものとする。 

（４）契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に

限る。 

（５）実行委員会の会長が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ本契約

は、確定しないものとする。 

 

１０ 契約条項 

  別添契約書（案）のとおり。 

 

１１ その他必要な条件 

（１）入札参加者若しくはその代理人又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用に

ついては、全て当該入札参加者若しくはその代理人又は契約の相手方が負担するもの

とする。 

（２）本件調達に関しての照会先は、別添入札公告のとおりとする。 

 

１２ 入札・契約に関する問合せ先 

   （郵便番号） 260-8667  

   （所在地）  千葉市中央区市場町１番１号（千葉県庁南庁舎 2 階） 

   （機関名）  ちばアクアラインマラソン実行委員会事務局 

   （電話番号） 043-223-4112 

   （e-mail）    marathon@mz.pref.chiba.lg.jp  

 

１３ 物品等入札参加業者適格者名簿登載に関する問合せ先 

   （郵便番号）260-8667 

    (所在地)  千葉市中央区市場町 1番 1号 

    （機関名）  千葉県総務部管財課調達指導班 
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    （電話番号）043-223-2211 


